
「共生社会」を目指すため、

のことです。 

 

 

 

 

【学校では】 

・障害のある子どもと障害のない子ど

もが共に同じ場で学んでいる。 

＜交流及び共同学習の推進＞ 
【公共交通機関では】 
・障害のある人やお年寄りな

どに自然に席を譲り合っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★居住地校交流とは？ 

 特別支援学校に通っている子どもが、自分の住

んでいる地域の小・中学校に行き一緒に学習や行

事に参加することです。 

共生社会のイメージ 

 

 

【職場では】 
・障害のある人が障害のない

人とともに、生き生きと働

いている。 

【家庭では】 
・障害のある子どもを育てている家庭と、近所

の人々に日常的な交流があり、災害時や困っ

たときには声を掛け合い助け合っている。 

 
★特別支援学校の子どもたちにとっての「交流および共同学習」とは？ 
学習の形態としては以下のものがあります。 
① 特別支援学校と近隣の小・中学校等との学校間（学部間）交流 
② 特別支援学校の児童生徒が、居住する地域の小学校・中学校と交流する居住地校交流  
③ 地域の人々との交流 

【地域では】 
・障害のある人が気軽に外出し、困ったときに

はお互い助け合っている。 

・地域の催しに、障害のある人が地域の一員と

して参加している。 

https://1.bp.blogspot.com/-1VnkvF3Vbn0/VCkbJRkVpwI/AAAAAAAAnCE/HUDl8LC9DnI/s800/kurumaisu_boy.png
https://1.bp.blogspot.com/-tR-eEGdYkY0/VAlNbccOQ4I/AAAAAAAAmFY/d-7PH8Fs-uo/s800/syuwa.png


★居住地交流実施の手続きは？ 

【特別支援学校へ就学予定のお子さんの場合】 

・市町村教育委員会の就学時相談で居住地校交流の説

明を受けます。  ※新入生・転入生は原則実施 

・入学通知を受け取った後、市町村教育委員会から居住

地校交流についての通知を送ります。（2 月初旬頃） 

・入学後、学校間で交流時期等の打合わせを行い実施

となります。 

【すでに特別支援学校に就学しているお子さんの場合】 

 ・各特別支援学校から居住地校交流の希望を保護者に

確認（前年度 2 月まで）します。 ※原則継続実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住地校交流では、地域の小・中学

校に「副籍」を設けます。 

 

★副次的な籍（副籍）とは？ 

副籍とは、「県立特別支援学校の小・中学部に

在籍する児童・生徒が、居住する地域の市町村

立小・中学校に副次的な籍（副籍）をもち、直

接的な交流や間接的な交流を通じて、居住する

地域とのつながりの維持・継続を図る」もので

す。学籍については、これまでと同じように特

別支援学校に置くことになります。 

 特別支援学校の子どもにとって居住地校での学習は、小・中学校の子どもとの教科の学習や学校行事

などを通して、多様な考えに触れると共に、コミュニケーションの力を高めたり、お互いの個性の理解

を深めたりする学びの場となります。また、自分が住んでいる地域の同年代の子どもと学習活動を共に

し、より多くの仲間と活動を共にすることにより、人間関係を広げ良好な関係を築いたり、社会性を身

に付けたりすることが期待されます。 

 小・中学校の子どもにとっては、地域の仲間として、障害のある子どもと自然にかかわりながら、互

いのことを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶ機会となります。 

体育のボッチャゲーム

や風船バレーでは、一緒

のチームになって、協力

して勝つことができまし

た。楽しかったです。 

・子どもたちが、いろいろな

立場の人の気持ちを考えて行

動できるようになりました。 

・今回の交流が今後、地域の

中での障害者との自然な交流

へつながってほしいと思いま

す。 

・近所の友達が、休日等に遊

びに来てくれるようになりま

した。 

・小学校での交流に、当初は

抵抗がありましたが、今後も

つながりが続いてくれること

を期待しています。 

 

家に帰った時には、

声をかけてくれたり、

一緒に遊ぶくらい仲良

くなりました。 

小学校の子ども 

小学校の先生 

特別支援学校の子ども 

特別支援学校の

保護者 

 

本資料についての問い合わせ先 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
高知県教育委員会事務局 特別支援教育課 
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 高知県高知市丸ノ内１丁目７番 52号 
ＴＥＬ ０８８－８２１－４７４１ 


